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平成20年４月25日（金曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・平成19年度の企業誘致の状況について

・平成20年度都市エリア産学官連携促進事業の

採択について

・移住体験ツアーについて

・道路特定財源の暫定税率期限切れに伴う対応

について

出席委員（９人）

委 員 長 十 屋 幸 平

副 委 員 長 河 野 安 幸

委 員 坂 元 裕 一

委 員 星 原 透

委 員 水 間 篤 典

委 員 濵 砂 守

委 員 外 山 良 治

委 員 武 井 俊 輔

委 員 河 野 哲 也

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 高 山 幹 男

商工観光労働部次長 河 野 富二喜

企業立地推進局長 矢 野 好 孝

観光交流推進局長 江 上 仁 訓

部参事兼商工政策課長 内枦保 博 秋

工 業 支 援 課 長 森 幸 男

商 業 支 援 課 長 工 藤 良 長

経 営 金 融 課 長 古 賀 孝 士

労 働 政 策 課 長 押 川 利 孝

地域雇用対策監 金 丸 裕 一

企業立地推進局次長 長 嶺 泰 弘

観 光 推 進 課 長 橋 口 貴 至

みやざきアピール課長 甲 斐 陸 教

工業技術センター所長 河 野 雄 三

食品開発センター所長 青 山 好 文

県立産業技術専門校長 西 盾 夫

県土整備部

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

県土整備部次長
濵 砂 公 一

（ 総 括 ）

県土整備部次長
山 田 康 夫

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
児 玉 宏 紀

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 岡 田 義 美

部参事兼管理課長 持 原 道 雄

部参事兼用地対策課長 小 野 健 一

技 術 企 画 課 長 岡 田 健 了

工 事 検 査 課 長 冨 髙 康 夫

道 路 建 設 課 長 山 崎 芳 樹

道 路 保 全 課 長 東 康 雄

河 川 課 長 岩 切 立 雄

ダ ム 対 策 監 小 城 文 男

砂 防 課 長 桑 畑 則 幸

空 港 ・ ポ ー ト
前 田 安 徳

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 黒 田 博 司

公園下水道課長 平 田 一 善

建 築 住 宅 課 長 藤 原 憲 一

営 繕 課 長 佐 藤 徳 一
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高速道対策局次長 渡 邊 純 教

労働委員会事務局

事 務 局 長 黒 木 康 年

調 整 審 査 課 長 高 藤 和 洋

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 大 下 香

○十屋委員長 それでは、ただいまから商工建

設常任委員会を開会いたします。

まず、委員席の決定についてでありますが、

現在お座りの仮席のとおり決定してよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

す。お手元に配付いたしました日程案のとおり

でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、委員会の運営方法についてであります

が、執行部入れかえの際は、委員長会議確認事

項のとおり、10分程度の休憩を設けることに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、執行部の不在についてであります。

企業立地推進局の藤野商工観光労働部副参事

が病気療養のため、また、竹内港湾課長、営繕

課の新川施設保全対策監が傷病休暇中のため、

欠席する旨の不在届が提出されておりますの

で、御承知いただきますようお願いいたしま

す。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時３分休憩

午前10時５分再開

○十屋委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

先般の臨時県議会におきまして、私ども９名

が商工建設常任委員会委員となったところでご

ざいます。

私はこのたび、委員長に選任されました日向

市選出の十屋でございます。どうぞよろしくお

願い申し上げたいと思います。

一言ごあいさつを申し上げたいと思います。

けさの新聞にもありましたけれども、県内の

経済動向、それから観光の様子等が載っており

ました。景気のほうは足踏み状態だというふう

に、若干下振れのほうに表現されておりました

けれども、また、南九州と北部、福岡を含めた

北部九州の各県との差も広がっているようであ

りますので、そういう課題解決に向けて、委員

会といたしまして、しっかり前向きな議論をし

てまいりたいというふうに思っておりますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。

次に、委員の皆様を紹介いたします。

まず、私の隣が宮崎郡選出の河野安幸副委員

長でございます。

次に、向かって左側ですが、日南市・南那珂

郡選出の坂元委員でございます。小林市選出の

水間委員でございます。西都市・西米良村選出

の濵砂委員でございます。都城市選出の星原委

員でございます。
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続きまして、向かって右側ですが、宮崎市選

出の外山委員でございます。同じく宮崎市選出

の武井委員でございます。延岡市選出の河野哲

也委員でございます。

次に、書記の紹介をいたします。

正書記の大下主査でございます。副書記の山

中主査でございます。

次に、高山部長のごあいさつ、幹部職員の紹

介並びに所管業務の概要説明等をお願い申し上

げます。

○高山商工観光労働部長 商工観光労働部長の

高山でございます。昨年度に引き続きまして、

商工観光労働行政を担当させていただくことに

なりましたので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

商工観光労働部の業務といいますのは、本県

産業の活性化とか雇用の場の確保など、県民生

活に直接関係する重要な部門になっているとい

うふうに考えております。今年度は、企業立地

推進局、観光交流推進局の設置を初めとします

組織改正も行いまして、新たに知事のトップセ

ールスや移住などの業務も担当させていただく

ということになりました。

私どもといたしましては、新しくなりました

組織の機能を十二分に発揮しながら、本県経済

の活性化に向けて職員一丸となって取り組んで

まいる所存でございます。十屋委員長を初め委

員の皆様の御指導、御支援をよろしくお願い申

し上げます。

それでは、座らせていただきます。

それでは、お手元に商工建設常任委員会資料

をお配りさせていただいております。

まず最初に、商工観光労働部の幹部職員を紹

介させていただきます。

まず、私の左隣からでございますが、次長の

河野富二喜でございます。

企業立地推進局長の矢野好孝でございます。

観光交流推進局長の江上仁訓でございます。

部参事兼商工政策課長の内枦保博秋でござい

ます。副参事兼商工政策課課長補佐の冨高敏明

でございます。

工業支援課長の森幸男でございます。工業支

援課課長補佐の田中保通でございます。

商業支援課長の工藤良長でございます。商業

支援課課長補佐の金子洋士でございます。

経営金融課長の古賀孝士でございます。経営

金融課課長補佐の小谷昌志でございます。

労働政策課長の押川利孝でございます。地域

雇用対策監の金丸裕一でございます。労働政策

課課長補佐の平原利明でございます。

企業立地推進局次長の長嶺泰弘でございま

す。副参事の藤野秀策でございますが、本日は

欠席させていただいております。

続きまして、観光推進課長の橋口貴至でござ

います。観光推進課課長補佐の長倉芳照でござ

います。

みやざきアピール課長の甲斐睦教でございま

す。みやざきアピール課課長補佐の藪田亨でご

ざいます。

工業技術センター所長の河野雄三でございま

す。

食品開発センター所長の青山好文でございま

す。

県立産業技術専門校長の西盾夫でございま

す。

最後に議会担当の職員でございますが、商工

政策課主幹の弓削博嗣と副主幹の小川智巳でご

ざいます。

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。
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それでは、資料の２ページをお開きいただき

たいと存じます。

平成20年度の商工観光労働部の執行体制を記

載いたしております。

冒頭申しましたとおり、本年度は新しく組織

が変わっております。このページの下のほうに

ありますとおり、企業立地推進局と観光交流推

進局の２局が新設されまして、そのうち観光推

進局は、観光推進課とみやざきアピール課の２

課で構成いたしております。

また、上のほうにありますとおり、工業支援

課と商業支援課が再編・設置されておりまし

て、その結果、本庁は２局７課体制となってお

ります。

次に、３ページをお開きいただきたいと思い

ます。

平成20年度の商工観光労働部当初予算でござ

います。

一般会計と特別会計を合わせました部全体の

予算額は、表の一番下の欄にございますけれど

も、415億6,627万1,000円でございまして、対前

年度６月補正後と比べまして97.6％となってお

ります。

なお、各課の予算につきましては、表のとお

りでございます。

下のほうにございますけれども、平成20年度

の重点施策についてでございます。

重点施策のうち、まず１つ目、中山間地域・

植栽未済地対策関連といたしまして、（１）に

ありますとおり、中山間地域の地域づくりに向

けまして「ふるさとツーリズム推進事業」、あ

るいは（２）であります中山間地域の生活対策

に向けまして新たに「中山間地域商業活性化支

援事業」を実施いたしまして、中山間地域にお

ける新たなビジネスモデルの構築を目指すこと

といたしております。

２つ目の建設産業対策関連といたしまして

は、中小企業融資制度貸付金の中に新たに「建

設産業等支援貸付」を創設いたしますととも

に、「建設産業等経営支援事業」を実施いたし

まして、建設業者等の経営基盤の強化等を支援

していくことといたしております。

４ページをごらんいただきたいと思います。

これは、「新みやざき創造計画」における戦

略別施策体系に、平成20年度の商工観光労働部

関係の主な事業を位置づけたものでございま

す。

以下、そのうちの主なものにつきまして、体

系に沿って御説明をさせていただきます。

まず、一番上の「戦略２―２ 地域福祉・自

立支援の充実」についてであります。

この戦略は２つの施策に分かれております

が、そのうち２つ目、「シニアパワーを生かし

た高齢者の社会参加の促進」につきましては、

右のほうに事業を書いておりますが、新規事業

「高年齢者就労支援強化事業」を実施すること

によりまして、高年齢者の雇用促進を図ってい

きたいというふうに考えております。

次に、「戦略３―１ 「みやざきブランド」

の総合プロモーション」についてであります。

この戦略も２つの施策に分かれておりまし

て、まず１つ目、「みやざきブランドの向上及

び情報発信強化」につきましては、新たに新規

事業としまして「みやざき総合ＰＲ推進事業」

を実施いたしまして、「みやざきブランド」の

ＰＲ活動を実施しますとともに、その３つ下に

記載しておりますが、新規事業として「宮崎県

優良県産品推奨制度事業」を実施することによ

り、県産品に対する信用を高め、商品力の向上

を目指すことといたしております。
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施策の２つ目、「大都市、東アジアなどへの

販路開拓」につきましては、一番下にあります

が、新規事業「東アジア販路拡大戦略策定事業

」を実施いたしまして、県や関係団体等が一体

となりまして取り組む戦略を策定することにい

たしております。

次に、５ページをお開きいただきたいと存じ

ます。

一番上でございます。「戦略３―２ おもて

なし日本一観光推進」についてであります。

この戦略は４つの施策で構成しております。

まず１つ目、「観光資源の掘り起こし・磨き

上げの推進」につきましては、一番上の新規事

業「宮崎おもてなし日本一実践事業」を実施い

たしまして、各地区ごとにおもてなし研修会を

実施いたしますとともに、観光ボランティアの

資質向上等を支援していくことといたしており

ます。

中ほど、２ですが、「国内外の旅行会社等へ

のセールス強化と著名人を活用したＰＲの実施

」につきましては、３つ目の事業になります

が、「みやざきＰＲネットワーク強化事業」を

実施することによりまして県外への情報発信を

強化し、みやざきの魅力を広くＰＲしていきた

いと考えております。

次に、６ページをごらんいただきたいと存じ

ます。

一番上、「戦略３―３ おもてなし日本一移

住促進」についてでありますが、これは３つの

施策、まず１つ目、「Ｕ・Ｊ・Ｉターンの呼び

かけ強化」、それから２つ目、「市町村や移住

者支援ＮＰＯ等との連携・協働による受入体制

の整備」、３つ目、「移住促進モデル市町村や

空き家バンク活動への支援等の受入環境の整備

」に向けまして、新規事業として「宮崎に来ん

ね、住まんね、呼びかけ強化事業」において総

合的に事業を展開していきたいというふうに考

えております。

下のほう、「戦略３―４ 働く場づくり・も

のづくり振興」についてであります。

この戦略は４つの施策に分かれています。

まず１つ目、「戦略的企業誘致活動の推進」

につきましては、新規事業としまして「企業誘

致専門員設置事業」を実施いたしまして、企業

誘致活動の充実強化を図ることといたしており

ます。

７ページをお開きいただきたいと存じます。

一番上の右のほうに書いております新規事業

「地域雇用対策強化事業」を実施いたしまし

て、地域の雇用対策機関の連携を強化いたしま

して、あわせて企業への雇用対策事業の導入を

促進していきたいというふうに考えておりま

す。

中ほどになりますが、「３ 県内企業の新技

術、新製品等の発掘、研究開発及び販路開拓を

支援」につきましては、上から２番目の新規事

業「食と健康・バイオメディカル産業創造プロ

ジェクト」におきまして、これまでの研究成果

を生かしながら、新商品の開発やベンチャー企

業の創出等を促進することとしたいと考えてお

ります。

下になりますが、「４ ＩＴ企業の集積とＩ

Ｔ技術者の交流の促進」につきましては、一番

上の新規事業「ＩＴ関連産業振興事業」を実施

いたしまして、本県でのＩＴ関連人材の確保や

首都圏等からの受注の拡大を促進していくこと

といたしております。

体系につきましては以上でございますが、次

の８ページから32ページにかけましては、主な

事業の概要を掲げておりますので、後ほどごら



- 6 -

んいただければと存じます。

また、33ページ以降に商工観光労働部をめぐ

る最近の動きを３点ほどおつけしておりますの

で、以下、担当局長、課長から御説明させてい

ただきますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。私からは以上でございます。

○矢野企業立地推進局長 企業立地推進局の矢

野でございます。19年度の企業立地の状況につ

いて説明いたしたいと思います。

資料の33ページをお開きください。

平成19年度の企業誘致につきまして、新規立

地企業件数が22社、最終雇用予定者数が1,174名

となっております。

業種別では、２の過去５年間の誘致件数の表

にありますように、製造業が16件、情報サービ

ス業が５件、研究所が１件となっております。

具体的な企業名、業種等につきましては、そ

の下の３の平成19年度の誘致企業一覧のとおり

であります。特徴といたしましては、補助金最

高限度額の引き上げ後、初めての大型案件の適

用が予想されます昭和シェルソーラーの太陽電

池工場を初め、自動車用部品や医療機器、水や

木材などの地域資源を活用した製品の製造工

場、雇用創出効果の大きいコールセンターの立

地などが実現したところでございます。

次に、４の誘致企業へのフォロー対策でござ

いますけれども、既存の誘致企業を直接訪問い

たしまして意見や要望を伺うとともに、工場の

新増設などの事業拡大をお願いするフォロー

アップ事業を実施しているところでございま

す。平成19年度は219社を訪問いたしました。今

後とも、積極的な誘致活動やフォローアップ事

業に取り組んで、雇用の場の創出に努めてまい

りたいと考えております。以上でございます。

○森工業支援課長 それでは、工業支援課から

の報告事項でございます。

お手元の資料の35ページをお開きいただきた

いと思います。

「平成20年度都市エリア産学官連携促進事業

の採択について」でございます。

本事業は文部科学省が実施いたしております

が、平成20年度の事業といたしまして、本県か

ら応募いたしました研究テーマが新たに採択さ

れたものでございます。

本県の提案の内容でございますが、１の①都

市エリア名、研究対象となる地域でございます

けれども、「みやざき臨海エリア」として臨海

部の５市６町すべてを対象といたしておりま

す。本事業は、昨年度まで実施いたしました

―資料の一番下のほうの３に記載してござい

ますが―みやざき県北臨海エリア、この事業

を引き継ぐものでございまして、対象地域を県

央・県南地域にも拡大して行うものでございま

す。

②の採択のテーマでございますけれども、

「健康・安全な長寿社会を支援する水産資源活

用技術の創出」ということにいたしておりま

す。

これは、③の提案の概要にもございますよう

に、これまでの研究で、本県に豊富なウナギ、

チョウザメなどに含まれます成分「カルノシン

類」が高齢者疾患の予防効果等を有すると、こ

のようなデータが得られましたことから、その

実用化に向けて機能性の解明や回収技術を開発

することによりまして、「食と健康」を視点と

する新産業の創出を目指すものでございます。

次の36ページをごらんいただきたいと思いま

す。

研究内容と研究機関の役割分担を図にしたも

のでございます。研究テーマは２つございまし
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て、テーマ１がカルノシン類の機能性解明と回

収技術開発、テーマ２が海洋性バイオマス利活

用技術の開発でございまして、各研究機関が役

割分担しながら実用化に向けて研究を行うこと

といたしております。

続きまして、次の資料の37ページをお開きい

ただきたいと思います。

カルノシンの魅力、可能性をまとめた資料で

ございます。図の右に、この物質の有望な点を

簡単にまとめてございますが、カルノシンは水

産資源に多く存在する天然系の物質であるこ

と、また人の体内にも存在し、安全であるこ

と、さらに宮崎県内に豊富な水産資源として多

く存在すると、このようなことから、加工食品

の原料に最適であろうと期待されるところでご

ざいます。

恐れ入りますが、また資料の35ページにお戻

りいただきたいと思います。

④の事業期間等でございますが、本年度から

平成22年度までの３カ年間、事業費はおおむね

３億円ということでございます。

⑤、⑥でございますけれども、財団法人宮崎

県産業支援財団が事業を受託いたしまして、九

州保健福祉大学など５つの研究機関、それに食

料品製造業を中心とする21の企業が参画するこ

ととなっております。事業につきましては、研

究機関が中心となって行いますが、最終的には

研究成果をこれらの企業に技術移転いたしまし

て、サプリメントあるいは特定保健用食品など

の商品化・事業化を目指すことといたしており

ます。

以下、２の「都市エリア産学官連携促進事業

」の概要では文部科学省の制度、その下の３で

は本事業に対する本県のこれまでの事業実績を

記載いたしております。

今後とも、県の資金を活用した共同研究を積

極的に推進しまして、地場企業への技術移転や

新技術による新しい産業の創出に取り組み、本

県産業の活性化を図ってまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

○甲斐みやざきアピール課長 それでは、移住

体験ツアーについて御説明をさせていただきま

す。

資料の38ページをごらんいただきたいと思い

ます。

これは、「来んね！住まんね！みやざき移住

体験ツアー」と称しまして実施したものでござ

います。

経緯でございますけれども、東京の髙島屋デ

パート、そこが新春福袋として企画したもので

ございますけれども、斬新な福袋企画を行いた

いと、その髙島屋さんと本県の方針が一致しま

して実現いたしました。

概要につきましては、ここに書いてあります

とおりで、企画は髙島屋、本県は企画協力とい

うことをいたしました。販売価格は、福袋とい

うことですから、１組２人ですけれども10万円

と。参加者につきましては、100組の応募がござ

いまして、そのうち10組20名の方に御参加をい

ただきました。ここにありますとおり、関東の

ほうから、平均年齢が約60歳ということで御参

加をいただいております。行程は、４月10日か

ら14日まで４泊５日でございまして、本県の代

表する観光地、それに加えまして知事との面

会、それから滞在に必要な施設なり情報という

ことで移住ガイダンス、あるいは農業体験、住

宅団地、大学病院等を御案内いたしました。

本県の対応といたしましては、この企画検討

に参加しましたほか、ツアー中に知事のトップ

セールスも行いまして、それから移住ガイダン
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スをいたしました。また、職員は、ずっとツア

ーに同行いたしました。県の支出はございませ

んで、髙島屋さんの企画で実現したものでござ

います。

ツアー効果といたしまして、ここに４としま

して３つ挙げておりますけれども、１つは移住

促進につながったのじゃないだろうかと。参加

者の方々に宮崎の理解を深めていただき、ま

た、宮崎のファンになっていただきました。ま

た、いろいろ行程の途中でお話を伺いますと、

宮崎の移住への思いを強くしていただいた方も

おられます。

それから、移住検討者も、移住を考えておら

れる方がどんな情報なりそういったものを要望

しているのかというようなこともこのツアーを

通してわかりましたので、また次の同様な企画

のときには、そういったことを反映していきた

いと思っております。

それから、移住地としてのいわゆる本県の政

策を広く情報発信できたんじゃないだろうか

と。これは新春の福袋の販売、それから実際の

今回のツアーを通しまして、県内だけじゃなく

県外、全国にも報道されまして、たくさんの方

にごらんいただき、また、それを見た方からの

問い合わせもございました。そういうことで、

今回のツアーは本県のそういった施策を非常に

広く周知できる機会になったのではないかと

思っております。以上でございます。

○十屋委員長 執行部の説明が終わりました

が、何か質疑はございませんか。

○武井委員 武井俊輔です。またお世話になり

ますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

１回目の質問でちょっと確認の質問をさせてい

ただきたいのですが、観光推進課と宮崎アピー

ル課の職表分担が昨年とどういうふうに変わっ

たのかを含めて教えていただきたいのですが。

○内枦保商工政策課長 観光推進課は、基本的

には昨年の観光リゾート課の業務をおおむね受

け継いでおります。一部観光地の基盤整備とい

いますか、そういう基盤整備の部分につきまし

ては、みやざきアピール課のほうに移行してお

ります。みやざきアピール課のほうは、いわゆ

る知事のトップセールスのような業務、それと

移住関係の業務、それから森林セラピーといい

ますか、そういう環境森林部が持っていました

業務、そういうほかの部の業務を持ってきて、

それに観光リゾート課の観光基盤整備の部分を

あわせ持つというようなイメージですから、お

おむね観光リゾート課が観光推進課のほうに

移って、観光推進課の一部の業務と、あとほか

の部で持っていました知事トップセールス、移

住、森林セラピー、そういう業務がアピール課

に来ていると、そんな感じでございます。

○武井委員 だいたいわかったんですが、交流

基盤、基盤という言葉が結構出てくるんです

が、これは移住の誘致といいますか、そういっ

たふうな理解でよろしいのでしょうか。交流基

盤担当というのは、どんな理解をすればよろし

いでしょうか。

○甲斐みやざきアピール課長 交流基盤という

ことの具体的な業務でございますけれども、交

流を促進するための基盤づくりを行うというこ

とで、実際に、例えば先ほど出ました森林セラ

ピーとか、あるいは移住も、ある意味では県内

の受け入れ体制を整えて交流につながる移住の

促進を図ると、あと例えば神話街道とか、それ

から観光から受け継ぎましたものは、フラワー

フェスタあるいは青島等の地域づくり、そう

いったところが私どもの業務になっておりま

す。



- 9 -

○十屋委員長 ほかにございませんか。

○水間委員 ちょっと報告事項で、35ページの

例の、今回この産業支援財団に、チョウザメで

すよね。これちょっと小林で聞いたんですが、

非常に老人の皆さん方に、カルノシンというこ

ういうものが出てくるので非常にいいんじゃな

いかというような話を聞いたんですが、どこら

あたりまで今パーセントとして、これは３年計

画の中の事業計画ですが、今そういうチョウザ

メの中、あるいはウナギ含めて、どのくらいの

ところまで研究が進んでいるのか。全くもう今

から、ゼロから出発したのか、大体２～３割の

ところまできているのか、そこらあたりどうな

んでしょうね。

○森工業支援課長 このチョウザメの中にカル

ノシンが含まれていると、しかも、ほかの水産

資源に比べて非常に多く含まれているというと

ころが今わかってきております。あと残されて

いるのは、これをどうやって回収していくのか

という段階をこれからやっていこうというとこ

ろでございます。取り出したカルノシンを今後

それがどのように機能として作用していくの

か、その辺のメカニズムの研究、そういったと

ころをこれからやろうという段階でございま

す。

○水間委員 ですから、それ以上のことはまだ

わからんのかもしれんけど、今のところ、この

カルノシン、ここまできたという話はある程度

分析してこないとわからないわけで、ここまで

きたということは、大まかその開発について研

究がある程度ここまできたら大体大丈夫じゃな

いかとか、商品化できるんじゃないかとか、そ

こらあたりはどうなんですか、わからんのです

か。

○森工業支援課長 研究グループのほうの計画

では、今後３年間、先ほどお話ししました研究

を続けまして、その後にその研究成果を技術移

転いたしまして商品化・事業化という計画でご

ざいまして、10年後、もう研究を始めて３年経

過いたしておりますので、あと６～７年後には

そういうふうな商品化・事業化をという構想を

持っているようでございます。

○水間委員 この事業が成功した暁には、どこ

が一番のあれを持つことになるんですか。やっ

ぱり参画機関の研究機関、民間を含めた、この

人たちの権利になるのか、宮崎県に帰属するの

か、そこらあたりはどうなんですか。

○森工業支援課長 研究の成果につきまして

は、それぞれの研究したグループあるいは大

学、そういったところが特許の権利をそれぞれ

の持ち分で持つことになります。そういった意

味では、将来事業化が成功すれば、それに伴う

特許料収入というものが上がってくるかと思い

ます。あわせまして、地元の食料品製造業、こ

ういったところでは、そういった製品をつくり

まして販売をするということですので、そう

いった県内の企業の売り上げの増といいます

か、新製品の開発による売り上げの増、あるい

は水産関係の方の活性化ということにつながっ

てくるというふうに思っております。

○水間委員 次に、移住体験ツアーでちょっと

お尋ねをしますが、髙島屋の福袋の商品に県が

企画協力をして、県が企画したものを福袋の中

に入れたと。そのことがいわゆる「来んね！住

まんね！みやざき移住体験ツアー」の権利だっ

たということですが、県は一銭も出さんでよ

かったんですか。

○甲斐みやざきアピール課長 最初は、髙島屋

がこの宮崎の話題、それから移住を推進してい

るということで、これを福袋の企画に使いたい



- 10 -

ということで東京事務所のほうに相談がござい

まして、具体的などういうところを回っていた

だくかとか、そういうことで県のほうも相談い

たしまして、そしてこれは髙島屋の企画とし

て、この販売価格よりも実際に多い分は髙島屋

のほうで負担していただき、それからＳＮＡに

も協賛をいただいております。うちの職員が

ずっと同行しましたので、全く何もしなかった

ということではございませんけれども、実際の

経費につきましては、県のほうの負担はござい

ませんでした。以上でございます。

○水間委員 これについて、まさに私も全国放

送のテレビを見たんですが、移住される、移住

したいという方がおられたんじゃなかったんで

すかね。ちょっとお聞かせください。

○甲斐みやざきアピール課長 本当に移住をし

たいという気持ちで参加していただいた方もご

ざいまして、熱心に宮崎のそういった状況なん

かをごらんになっておられました。最終的な決

断ということまではありませんけれども、今後

まだ可能性として私どもも期待しておるところ

でございます。以上でございます。

○水間委員 その放映を見て、問い合わせも何

件かあったということですが、どのくらいの件

数がありましたか。そして、どんな理解を深め

たとか、あるいはどんな情報を知ることができ

たというような表現、情報が担当課として「な

るほど、こういうことがあったんだと」と、重

立ったことがちょっとあればお聞かせくださ

い。

○甲斐みやざきアピール課長 例えば、このテ

レビを見た長野の方から、宮崎は具体的にどう

いうふうなことをするのかとか、そういった10

件ほど問い合わせがございました。そういう意

味でも効果があったんじゃないだろうかなと

思っております。それから、参加者の方は熱心

に宮崎をごらんいただきまして、また、うちの

ほうもガイダンスを通じまして、宮崎の実態を

よい面も、それからほかのところと少し劣る面

も含めまして全部説明いたしまして、その中で

この移住環境がこのツアーを通じてよくわかっ

たと。ただ、人によりましては、もう少し滞在

しまして、もっと移住環境、そういったところ

も勉強したいという方もございましたけれど

も、おおむね御満足をいただいております。以

上でございます。

○星原委員 ２ページの商工観光労働部の執行

体制の中で、今回、企業立地推進局、観光交流

推進局と、２つ局をつくりましたよね。これの

今までと違う大きな目標とか、つくられた考え

方というのは、どのようにとらえたらいいんで

すかね、部長。

○高山商工観光労働部長 まず、企業立地推進

局、これが今回できたわけですけれども、基本

的には企業立地をいかに推進するか。とにかく

県の工業全体を振興するためには企業立地と、

それと地場産業・企業の向上と２つあるわけで

すけれども、その中の企業立地が非常に直接効

果が高いということで、さらに高めたいという

ことでやったわけですけれども、まず企業立地

推進局長という形で独立することによりまし

て、局長みずからの活動範囲が広くやりやすい

ということと、中の体制を強化いたしまして、

先ほどちょっと言いましたが、企業誘致専門員

の配置でありますとか、局内全体の人の配置と

か、そこ辺を強化いたしまして、いわゆる情報

収集と実際の誘致活動を促進する体制が非常に

整ってきたというふうに言えるんじゃないかと

いうふうに思っています。それと、観光交流推

進局につきましては、特にみやざきアピール課
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でございますけれども、いわゆる宮崎をアピー

ルするときに、商工だけでやる部分、それから

観光だけでアピールしてもだめ、物産だけでも

いけない、あと農政とか、そういういろんなも

のがあります。そこ辺を総合的にアピールする

ということでもって県全体を売り込むことがで

きるということでございますので、そういった

県全体のアピール方針とかいうのを今後定めま

して、そして各部とも含めた連携をして、総合

的なアピールの仕方、そこ辺を実施していくと

いうことをしていきたいというふうに考えてお

ります。

○星原委員 説明の趣旨はわかります。ですか

ら、やはり宮崎県が、知事も企業誘致100社１万

人とこう掲げて、だったら、その目標に向かっ

てこれをつくった以上は、去年は年間に210社ぐ

らいどこか行ったということで、誘致企業は22

社ぐらいということですが、今まで以上に要す

るに企業立地に向けて体制強化を図ることで、

この程度までは目標として、ことし１年間でこ

れぐらいの目標数値を掲げて取り組むんだと

か、何かそういう計画、考え方、そういうもの

は持たれているんですか、局長。

○矢野企業立地推進局長 まず、マニフェスト

については、年間25社ということで考えており

ますけれども、これまで20社以上、19年度20社

ですけれども、その前が16社ということで、な

かなか25社まで届かなかったということもあり

ます。こういうことで、私どもは25社以上にで

きるように頑張りたいと思いますけれども、ま

ずそのためにも、各事務所、市町村との連携と

いうことで考えております。しかし、迎えるた

めにも、そういう誘致するために、まず工業団

地が不足しているとか、地元の問題として物流

の問題、それから人材育成・確保の問題、それ

から誘致した企業が地元から部品等の調達がし

やすいような状況をつくるための技術力アッ

プ、設計技術の高度化、そういう問題も抱えて

おります。そういうことまでフォローアップ事

業として取り組むつもりでおりますけれども、

これにはうちの局だけでなく各課と協力しなが

らやらなきゃいけないということで、そういう

ことで基盤的な問題から取り組んでいこうとい

うことで考えております。もちろん局の人員

も、前年度の８人のグループから12名に強化さ

れましたので、営業力強化も必要だということ

で考えておるところでございます。以上です。

○星原委員 ぜひそういう形で取り組んでいっ

ていただきたいと思いますし、宮崎県は県民所

得が全国で落ちた県の７県の１県になりますよ

ね。ですから、県の経済がどのように活性化さ

れて、景気、少しでも所得がふえていくための

流れの中で企業誘致も入ってくるんでしょう

し、観光の面でもそういう新たな改革をされる

のかなというふうに思うんですが、そういうも

のが見えてくる、新たな形でこうやって動き出

したことが県民にとって見えてくるような、そ

ういったものが両方とも出てこないと、要する

に局をつくった意味がないのかなと。ですか

ら、今言われましたように、企業立地のほう

だったら、市町村との連携あるいは県外のいろ

んな企業あるいは外国の企業までひっくるめ

て、どこら辺までエリアを広げていく中でどう

いうふうに対応していくのかというのは、今後

の皆さん方の力の発揮次第だろうというふうに

思います。あと、観光の局の部分ですよね。だ

から、今、県庁に42万来たとかいう話題性はあ

るわけですよね。だから、それが泊の観光、要

するに宿泊というか、そういった形になるため

の、どういった形でおもてなしするかというこ
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とだと思うんですよ。通過型だったら宮崎県に

金は落ちないわけですから、やはり１泊でも２

泊でも３泊でもするための魅力をどうやって演

出していくのかなと、そのことが県の経済にま

た与える影響があるんじゃないかなと思うんで

すよね。だから、新たにそういうことで取り組

まれるということであれば、その辺のところあ

たりをどのように考えて、この１年なら１年、

あるいは３年とかいろいろあるかもしれません

が、とりあえずこの１年はどういう形でそうい

う面に対しての対応というか考え方を持たれて

いるのか、少し局長のほうにも。

○江上観光交流推進局長 本県には、誇るべき

魅力といいますか、魅力のある資源がたくさん

あると思います。それは単なる観光地だけでは

なくて、例えば人情であるとか食であるとか特

産品であるとか伝統芸能だとか、いろいろある

と思います。そういうものを総合的に発信する

と。そのことによって当然観光客の誘致につな

げますけれども、それだけではなくて、例えば

移住の促進につなげたり、特産品のブランド化

につなげたり、販路拡大とか、そういうものに

つなげていきたいと。最終的には、先生言われ

ましたように、本県の経済の活性化につなげて

いきたいというふうに考えております。ただ、

言われましたように、課題には中長期的にやら

んといかん課題と、緊急にやらんといかん課題

がありますから、その辺の折り合いをつけなが

らやっていきたいと思っております。特にアピ

ールにつきましては、特に今、宮崎がいろいろ

な面で注目されておりますから、こういう絶好

の機会といいますか、この機を逃がさずに何ら

かの施策を打っていく必要があるのかなという

ふうに考えております。その際、各部が今でも

トップセールス事業を持っておりますから、そ

の事業がさらに効果的なものになりますよう

に、相乗効果が図られるようなコーディネート

といいますか、それも踏まえながらやっていき

たいというふうに考えております。以上です。

○外山委員 まず第１点は、平成18年度から始

まったお誘い事業、これはなぜやるんですか。

○甲斐みやざきアピール課長 18年度からこれ

は始まっておりまして、特に今は知事のマニ

フェストにそれも掲載されまして、100世帯とい

うことでございますけれども、やはり一つ

は、100世帯ということでの人口増加もございま

すし、それに県外からの方が来られることに

よって、その方がいろんな知識、技術あるいは

人脈等をお持ちになっておられる、そういう方

が宮崎に移られることによって、宮崎のそう

いった文化・技術的な向上にも期待できるので

はないだろうかということでやっております。

○外山委員 メリット・デメリットは何がある

んですか。

○甲斐みやざきアピール課長 当面は、そう

いった目的をもとに、メリットが生きてくるよ

うに、まずこの目標の実現に向かってやってい

きたいと思っております。デメリットにつきま

しては、むしろそういった目標を達成するため

の宮崎のそういう住環境のＰＲとか、むしろそ

ういったところでの目標の達成における課題を

克服するということでの当面課題があるんじゃ

ないだろうかなと思っております。

○外山委員 デメリット。

○甲斐みやざきアピール課長 今のところ、ま

だデメリットという意味での具体的な課題は出

てきていないんじゃないだろうかなと、こう

思っております。

○外山委員 これは、私はどうも自分の気持ち

の中にストンと落ちない事業なんですよ。とい
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うのは、これは20～30年前からあるんですよ。

例えば太陽都市構想とか、その前はニューシル

バーコロンビア計画とか、それからずっと時系

列ごとに言うとなっていると。そこでデメリッ

トはないとおっしゃいましたよね。デメリット

は何かというと、医療保険のアップとかそう

いったことが言われてきました。ただでさえ５

％の高齢化率の中で、お年寄りが移住してきた

場合に、社会保障制度にどういうふうな影響を

与えるのかと、そういった議論があって頓挫し

ました。移動なのか移住なのか。例えば100世帯

に300万、700万、20年度では予算は幾らです

か。

○甲斐みやざきアピール課長 2,400万ほどの予

算がついております。

○外山委員 ８倍ですよね。デメリットは考え

られないとおっしゃいました。そしたら、100世

帯が移住なのか移動なのか、移住であった場合

のデメリット・メリットは何があるのか、移住

であった場合のデメリット・メリットはどう克

服されたのか、そういったことを説明してくだ

さい。

○甲斐みやざきアピール課長 今、議員の言わ

れました医療制度につきましては、確かにそう

いう問題は、移住を前提にしましたら、そこの

市町村ではそういう経費は発生すると思いま

す。ただ、今、これは各市町村もそういう移住

促進をやりたいということで取り組んでおりま

すので、そういう医療問題がある中で、そう

いった自分の市町村に県外から人を呼び込む

と。そういうことで、先ほどの成果をむしろ期

待しながら実行するということでの現状で、こ

れは行っている状況だと思います。以上です。

○外山委員 という説明であれば、その差は幾

らですか。移動であった場合と移住であった場

合の新太陽都市構想、これはなぜ頓挫したの

か、そういったことが今回ではクリアされてい

るのかどうか説明してください。

○甲斐みやざきアピール課長 太陽都市構想

は、一つのところにある意味では大きな都市を

つくるという前提があったかと思います。それ

に伴いまして、非常に大きな開発費等もこれは

前提になったわけでございますけれども、今回

は移住ということで、県外からいろんな方が自

分の趣味その他でふさわしい場所を選んで住む

ということで、いろいろ分散されるわけでござ

いますけれども、そういった中で、各市町村で

は、移住による例えばある程度、増収効果が期

待できると。住民税、固定資産税、そういった

ものの収入が発生する。反面、介護保険、そう

いったものの負担が出てくるということになろ

うかと思います。

○外山委員 だから、比較ができないわけです

よ、おたくの説明では。住民票を異動した場合

の効果とデメリット、そして今までの移住者、

移動者の消費額、有病率、全くわからんでしょ

う。では、何のためにこれを進めるのかという

基本的な姿勢というのがわからない、全く。で

は以前はなぜ頓挫したのか。集団移住だとおっ

しゃいました。学園木花台の３割ぐらいは今で

も県外移住者ですよ。何もおたくの説明は当

たっていません。だから、そういう基本的なベ

ースというものをしっかり出していただいて、

当初はたしか300万円じゃなかったですか、安藤

知事の初年度の予算というのは、お誘いの予

算。

○甲斐みやざきアピール課長 18年度は300万の

予算でスタートしております。

○外山委員 まぐれが当たった。例えば、そう

いった300万が700万になって2,400万か2,200万
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になったと、基本的なことを教えてください。

例えば、住民票の異動があった場合のメリット

・デメリット、それで地域が活性化するのかど

うか、負担のほうがふえるんじゃないのかどう

か、65歳以上か、今度後期高齢者医療制度に

なって75歳以上になったらどういうふうになる

のか、そういった基本的なことが全くわかりま

せん。説明してください。

○甲斐みやざきアピール課長 一つ、これは長

崎県の諫早市が…。

○外山委員 宮崎県の場合。

○甲斐みやざきアピール課長 宮崎県の場合に

つきましては、そういった数字はちょっとまだ

出しておりません。

○外山委員 早急に調査の上、委員会に報告し

てください。以上です。

○十屋委員長 調査の要望ですが、後ほどまた

委員会のときに御報告をお願いいたします。

ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、以上をもって商工観

光労働部を終わります。

執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時59分休憩

午前11時２分再開

○十屋委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

先般の臨時県議会におきまして、私ども９名

が商工建設常任委員会委員となったところでご

ざいます。

私はこのたび、委員長に選任されました十屋

幸平でございます。

一言ごあいさつを申し上げたいと思います。

大変県の厳しい財政状況の中で、今、国会の

ほうでも道路特定財源の問題がありますけれど

も、宮崎におきましては、なかなか国県道も含

めてまだまだ未整備のところがたくさんあるの

は御案内のとおりだと思います。そして、例

年、災害による県土の整備といいますか改修等

もありまして、非常に財政状況と反比例するよ

うな状況にあって、社会基盤のインフラ整備は

必ず必要なものだというふうに思っております

ので、当委員会を通しまして、そういう県政の

災害に強い県土づくりというものも含めて議論

してまいりたいというふうに思っておりますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。

次に、委員の皆様を御紹介いたします。

まず、私の隣が宮崎郡選出の河野安幸副委員

長でございます。

次に、向かって左側ですが、日南市・南那珂

郡選出の坂元委員でございます。次に、小林市

選出の水間委員でございます。次に、西都市・

西米良村選出の濵砂委員でございます。次に、

都城市選出の星原委員でございます。

続きまして、向かって右側ですが、宮崎市選

出の外山委員でございます。同じく宮崎市選出

の武井委員でございます。次に、延岡市選出の

河野哲也委員でございます。

次に、書記の紹介をいたします。

正書記の大下主査でございます。副書記の山

中主査でございます。

次に、野口部長のあいさつ並びに幹部職員の

紹介、所管業務の概要等の御説明をお願い申し

上げます。

○野口県土整備部長 県土整備部長の野口でご

ざいます。委員の皆様方には、県土整備部の業

務に関して、御審議、御指導いただくことにな
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りました。いろいろお世話になることと存じま

すが、何とぞよろしくお願い申し上げます。

私どもが所管しております業務でございます

けれども、安全で快適な暮らしの実現や地域の

自立ある発展を図るため、社会資本の整備を初

めといたします県勢発展の基盤となる県土づく

りを進めていくことでございます。

あわせまして、公共事業の執行を通じて、本

県の景気浮揚や雇用対策など、地域経済の活性

化に果たす役割も重要なものがあると考えてお

ります。

職員一丸となって、県土整備行政の推進に取

り組んでまいりたいと考えておりますので、委

員の皆様方におかれましては、御指導、御支援

のほど、よろしくお願いいたしたいと考えてお

ります。

引き続きまして、県土整備部幹部職員の紹介

をさせていただきます。

申しわけございませんけれども、座って紹介

のほうを進めさせていただきます。

お手元にお配りしております委員会資料の２

ページをごらんください。

県土整備部幹部職員一覧表となっておりま

す。これに基づきまして紹介のほうを進めてま

いります。

まず、総括次長の濵砂でございます。

道路・河川・港湾担当次長の山田でございま

す。

都市計画・建築担当次長の児玉でございま

す。

高速道対策局長の岡田でございます。

管理課長の持原でございます。課長補佐の鈴

木でございます。同じく佐野でございます。

用地対策課長の小野でございます。次は、課

長補佐の河野でございますが、本日は出張のた

め欠席しております。

続きまして、技術企画課長の岡田でございま

す。課長補佐の吉田でございます。同じく満留

でございます。

工事検査課長の冨髙でございます。課長補佐

の西でございます。

道路建設課長の山崎でございます。課長補佐

の黒木でございます。同じく甲斐でございま

す。

道路保全課長の東でございます。課長補佐の

菓子野でございます。同じく新地でございま

す。

３ページのほうに移ります。

河川課長の岩切でございます。ダム対策監の

小城でございます。河川課課長補佐の押川でご

ざいます。同じく野中でございます。

砂防課長の桑畑でございます。課長補佐の前

田でございます。同じく岡留でございます。

次は、港湾課長の竹内でございますが、本日

は病気療養のため欠席しております。続きまし

て、空港・ポートセールス対策監の前田でござ

います。港湾課課長補佐の田代でございます。

同じく永田でございます。

都市計画課長の黒田でございます。課長補佐

の沼口でございます。同じく小嶋でございま

す。

公園下水道課長の平田でございます。課長補

佐の坂元でございます。

建築住宅課長の藤原でございます。課長補佐

の野口でございます。同じく池袋でございま

す。同じく川﨑でございます。

資料４ページのほうをお開きください。

営繕課長の佐藤でございます。次は、施設保

全対策監の新川でございますが、本日は病気療

養のため欠席しております。続きまして、営繕
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課課長補佐の細山田でございます。同じく上門

でございます。

高速道対策局次長の渡邊でございます。

最後に、議会担当の管理課主幹、小堀でござ

います。

なお、出先機関の幹部職員につきましては、

４ページの中段以降をごらんいただきたいと存

じます。

また、県土整備部各課及び局の分掌事務につ

きましては、６ページから19ページに記載のと

おりでございますので、説明は省略させていた

だきます。

以上で、県土整備部幹部職員の紹介を終わら

せていただきます。

引き続きまして、御報告を申し上げます。

国におきまして整備を進めております国道218

号北方延岡道路でございますが、明日４月26日

になりますが、北方インターチェンジ―舞野間

が開通する運びとなりました。あわせて、当路

線に連結いたします県道北方インター線及び市

道柳瀬インター線も開通いたします。

今回の開通によりまして、国道10号延岡南道

路から延岡ジャンクションを経まして北方イン

ターチェンジまで、総延長約20キロの規格の高

い道路がつながることとなります。

御承知のとおり、当路線は将来、東九州自動

車道及び九州横断自動車道延岡線と一体となり

まして高速交通ネットワークを形成し、本県の

産業、経済、観光等の発展はもとより、九州の

一体的な浮揚をもたらすものと期待されており

ます。

県といたしましては、引き続き東九州自動車

道及び九州横断自動車道延岡線の早期完成に取

り組んでまいりますので、委員会を初め県議会

の皆様のより一層の御支援、御協力をお願いい

たします。

次に、県土整備部の所管業務につきまして御

説明申し上げます。

まず、組織の改正についてでありますが、委

員会資料、また前のほうに戻っていただきまし

て、表紙を１枚めくったところの委員会資料の

１ページ、県土整備部行政組織表というものを

掲載させておりますので、そちらのほうをごら

んください。

まず、表の左側の上のほうになります、波線

を引いておりますが、技術企画課と工事検査課

のところでございます。

これは、公共工事の一層の品質確保を図るた

め、環境森林部、農政水産部及び県土整備部で

所管する工事検査部門を一元化いたしまして、

公共三部の共管組織として新たに「工事検査課

」を新設させていただきました。これに伴い、

技術検査課を「技術企画課」に名称変更いたし

まして、あわせて総合評価落札方式の拡充に対

応するため、「総合評価担当」を設置したもの

でございます。

また、この組織表の右下のほうになります北

部港湾事務所のところでございますが、事務処

理の迅速化等のため、港湾・漁港に係る許認可

等の事務を本所に移管いたしまして、北部港湾

事務所延岡駐在所を廃止したものでございま

す。

次に、県土整備部の平成20年度当初予算につ

いて御説明いたします。

ページのほうは、委員会資料の20ページをお

開きください。

県土整備部の平成20年度当初予算の一覧でご

ざいます。中ほど、黒い太枠で囲んだ欄をごら

んいただきたいと思っております。一般会計

で824億4,802万8,000円、その３行下のほうでご
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ざいますけれども、特別会計で40億6,9 3 9

万3,000円、一番下の段になりますが、部予算合

計で865億1,742万1,000円、前年比で95.7％と

なっております。

同じく資料の右側の21ページをごらんくださ

い。

「新みやざき創造戦略」によります分野別の

施策体系図に県土整備部の新規重点事業を記載

しております。県土整備部といたしましては、

これらの事業を積極的に推進し、県民の安全で

安心な暮らしを確保し、快適で人にやさしい生

活空間、そして経済交流を支える基盤となる県

土づくりを目指してまいりたいと考えておりま

す。

なお、資料の24ページ以降に、県土整備部の

主要事業の概要と予算額を記載しておりますの

で、後ほどごらんいただきたいと存じます。

なお、本日は、道路特定財源の暫定税率期限

切れに伴う対応につきまして、管理課長から御

報告申し上げますので、よろしくお願い申し上

げます。

私からの説明は以上でございますが、今後と

も重点的・効率的な事業執行に努めまして、県

土整備行政を推進してまいりますので、委員の

皆様には一層の御支援、御指導をお願い申し上

げます。

以上で説明を終わらせていただきます。

○持原管理課長 管理課でございます。道路特

定財源の暫定税率期限切れに伴います対応につ

きまして御説明させていただきます。

委員会資料の31ページをお開きください。

この表は、県の平成20年度道路関係予算を模

式図にしたものでございます。

一番上の段をごらんください。道路関係歳出

予算は、総務部で計上しておりますけれども、

過去の道路の建設時に借り入れました借入金の

返済費、いわゆる公債費でございますけれど

も、267億円のほか、県土整備部で計上しており

ますけれども、道路の維持補修費70億円、直轄

事業負担金76億円、道路の建設費242億円の

計388億円、合計、一番左でございますけれど

も、655億円を計上いたしております。

２段目がその財源内訳となっておりますけれ

ども、左端、一般財源は県税等の自主財源でご

ざいまして、その右にありますのが、道路の整

備等に使用することとなっております自動車取

得税、軽油引取税などのいわゆる道路特定財源

でございます。地方道路交付金と国庫補助金は

国からの支出金でございまして、地方債はいわ

ゆる借入金、起債でございます。

現在、国会において議論されております道路

特定財源に係ります予算は、このうち暫定分

の64億円とその右の地方道路交付金54億円でご

ざいまして、合計118億円が影響額でございま

す。この部分が歳入として見込めなくなります

と、実質歳出に充てることができます歳入は、

一般財源の209億円と本則税率分でございます79

億円を合わせました288億円のみということにな

ります。この288億円では、一番下の段にありま

すように、義務的な経費でございます借入金の

返済費267億円を支払いますと、20年度の執行可

能額は差し引き21億円しかないということにな

りまして、これは道路の維持補修費70億円にも

満たないということになります。

このように厳しい状況にありますことから、

当面の対応をまとめましたのが次の32ページで

あります。

県土整備部では、県民生活への支障が生じな

いように、（１）から（４）に掲げますとお

り、当面の予算執行方針を立てまして対応して
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いるところでございます。

（１）でございますけれども、これは既に契

約を締結しております債務負担行為等につきま

しては、当然契約を継続して事業推進を図ると

いうことにしております。

（２）でございますけれども、いわゆる県単

事業につきましては、道路のパトロールであり

ますとか連休前の草刈り等、道路利用者の安全

を確保するために必要な委託契約等につきまし

ては、年度当初に契約を締結するということに

しております。

（３）でございます。国庫補助事業、道路交

付金事業を含みますけど、いわゆる補助事業に

つきましては、当然法案の動向でありますとか

国の動向を見きわめて判断いたしたいというふ

うに考えております。

（４）でございますけれども、その例外とい

たしまして、災害復旧関連の事業等で早期着工

が必要なもの、あるいは借地や用地買収等で事

業進捗に著しく支障を及ぼすおそれがあるもの

につきましては、（３）の例外として契約等を

締結するところでございます。

それから、３にありますように、国からの道

路関係予算の内示の状況であります。４月１日

付で当初内示がございましたけれども、このよ

うな状況を踏まえまして、全国的に当初内示は

抑制的に内示がなされておりまして、本県分の

道路関係では、４億6,000万円余が示されたとこ

ろでございます。

今後、問題が長期化いたしますと、４にあり

ますように、さきの２月議会で御承認いただき

ました事業が実施できないことなどから、建設

業にとどまらず、県経済、県民生活の混乱な

ど、はかり知れないものがあると考えられま

す。

こういう事態になりますと、本県だけでな

く、全国の自治体におきましても大きな影響が

ありますために、５にありますように、地方六

団体とも連携して、県議会の皆様の御協力をい

ただきながら、暫定税率の取り扱いも含めまし

た財源対策につきまして、国に強く要望してま

いりたいというふうに考えております。

暫定税率期限切れに伴う対応につきましては

以上でございます。

○十屋委員長 執行部の説明が終わりました。

質疑はございませんか。

○水間委員 道路特定財源についてであります

が、これは財政当局の話と県土整備部の積み上

げたこの話と、総体でこの影響額は県の場合

は118億、市町村で関係するのが67億であろう

と、合計185億が宮崎県に対する影響額だという

ふうに聞き、67億の市町村の割り振りはどうで

すかと聞くと、まだそこあたりは細かく譲与関

係あるいは交付金の予算に計上している市町

村、していないところとあるということであり

ました。全体の市町村の67億の内訳は県土整備

部でわかるんですかね。

○持原管理課長 市町村分でございますけれど

も、直接の調査というのは、市町村課において

行っている数字を私どもいただいておるところ

でございまして、税等の暫定税率分、これがト

ータルで38億6,400万、それから地方道路整備臨

時交付金に係るもの、これが28億4,300万、トー

タルで67億600万という数字をいただいておりま

す。

○水間委員 各市町村、30市町村分、資料でい

ただけますか。

○持原管理課長 直接は市町村課で出しており

ますので、了解とりまして提出させていただき

ます。
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○武井委員 武井俊輔でございます。またよろ

しくお願い申し上げます。先ほど水間委員の関

係で特定財源の件について１点だけお願いをし

たいと思います。32ページの４番に長期化した

ときの影響というのがあるのですが、現実的に

国政の状況ですから直近の補欠選挙等の影響な

ども加味されて、いろいろ影響あると思うんで

す。もしこれが長期化したときのシミュレー

ションといいますか、そのときのたとえば、こ

れぐらい延びたときには、この案をこういった

準備をするとかそういったシミュレーションな

り手当なりというのは水面下でもされていらっ

しゃるのでしょうか。

○持原管理課長 先ほど118億円という数字を県

の影響額ということでお示しいたしましたけれ

ども、これが１年間の影響額ということで考え

ておりまして、およそ一月おくれますと、これ

を12で割りますと一月10億円ということを考え

ておるところでございまして、これにつきまし

ては、当然国の制度に基づく歳入の欠損という

ことでございますので、当然国に対しては、そ

の財源手当等につきまして強く求めていくこと

になろうかと思います。

○武井委員 強く求めていくというのは当然で

すし、この前の議会でもそういうことは申し上

げたんで、当然していくべきことだと思うんで

すが、やはりシミュレーションというのは、最

悪の場合も想定しながらやっていかなければい

けないものであると思うんです。仮に要求して

もそれが手当できなかった場合に、工事をある

程度優先順位をつけて、この限られたこのパイ

の21億円しか確保できなかったとしたらどうい

うふうにするとか、そういったことの検討、そ

ういったものの準備等は着手されているのかと

いうことです。

○持原管理課長 この問題は、仮に長引けば長

引くほど道路整備だけではなくて、生活、福祉

そういうものにも大きく影響するものでござい

ますので、その辺につきましては、財政当局の

ほうともいろいろ相談しているところでござい

まして、当然、財政当局の責任において、いろ

いろ最終的な判断というのがでてくるというふ

うに考えております。

○武井委員 これで結構ですが、最悪のシミュ

レーションということも踏まえた上での準備対

応ということをくれぐれもお願いをしたいと思

います。以上です。

○十屋委員長 ほかはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、以上をもって県土整

備部を終わります。

執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時26分休憩

午前11時29分再開

○十屋委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

さきの臨時県議会におきまして、私ども９名

が商工建設常任委員会委員となったところでご

ざいます。

私はこのたび、委員長に選任されました十屋

でございます。どうぞよろしくお願い申し上げ

たいと思います。

一言ごあいさつを申し上げたいと思います。

労働委員会ということで所管しておりますけ

れども、こうやって経済がかなりよくない場合

に、いろんな労使間の利害の衝突とかそういう

ものがあって、委員会のほうがいろんな調整、

あっせん等もされると思うんですが、そういう
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ことがないような、皆さんの出番が余りないほ

うがいいのかなと個人的には思っておりますの

で、この１年間、またしっかりといろんな議論

をさせていただきながら、宮崎県の労働環境に

ついて議論していきたいというふうに思ってお

りますので、どうぞよろしくお願い申し上げた

いと思います。

次に、委員の皆様を紹介いたします。

まず、私の隣が宮崎郡選出の河野安幸副委員

長でございます。

向かって左側ですが、日南市・南那珂郡選出

の坂元委員でございます。小林市選出の水間委

員でございます。西都市・西米良村選出の濵砂

委員でございます。都城市選出の星原委員でご

ざいます。

続きまして、向かって右側ですが、宮崎市選

出の外山委員でございます。同じく宮崎市選出

の武井委員でございます。延岡市選出の河野哲

也委員でございます。

次に、書記を紹介いたします。

正書記の大下主査でございます。副書記の山

中主査でございます。

次に、黒木局長のごあいさつ並びに幹部職員

の紹介等、所管業務の概要について御説明をお

願いいたします。

○黒木労働委員会事務局長 事務局長を仰せつ

かっております黒木康年でございます。２年目

となります。

委員の皆様には、平素より労働委員会の所管

業務につきまして御理解と御協力を賜り、厚く

お礼を申し上げます。本年もどうぞよろしくお

願いいたします。

この後、座って説明をさせていただきます。

まず、幹部職員等を紹介させていただきま

す。

お手元の委員会資料１ページに記載しており

ますけれども、調整審査課長の高藤和洋でござ

います。課長補佐の日髙裕次でございます。

最後に議会を担当いたします主査の宮越哲雄

でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

続きまして、労働委員会の業務概要について

御説明いたします。

資料の２ページをお開きください。

まず、１の「労働委員会の構成」でございま

す。

労働委員会は、公益委員、労働者委員及び使

用者委員の三者から成る合議制の行政機関でご

ざいまして、委員の数は公・労・使おのおの５

名の15名となっております。

労働者委員は労働組合からの、使用者委員は

使用者団体からの推薦に基づいて、知事が任命

することになっております。また、公益委員

は、労使の委員の同意を得て、知事が任命する

ことになっております。

現在の委員につきましては、４ページの名簿

のとおりでございますが、任期は２年で、来年

８月19日までとなっております。

次に、２の「労働委員会の業務」でございま

すが、労働委員会は労働組合法等の関係法令に

基づいて、労働争議の調整、不当労働行為の審

査、個別的労使紛争のあっせん等を行っており

ます。

まず、（１）の調整でございますが、これは

労働組合または使用者の申請に基づきまして、

労働争議のあっせん、調停、仲裁を行うもので

あります。

（２）の審査でございますが、不当労働行為

の救済申し立てがあった場合の審査と、不当労

働行為の救済申し立てなどを行う際に必要とな
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ります労働組合の資格審査を行っております。

（３）の個別的労使紛争のあっせん等でござ

いますが、労働者個人と使用者との間の労働条

件、その他労働に関する紛争の解決を図るため

の相談やあっせんを行っております。

次に、３の「事務局」でございますが、１

課10名で、うち１名は労働政策課との兼務と

なっております。

なお、事務局の組織図につきましては、資料

の最後の５ページに記載しておりますので、後

ほどごらんいただきたいと思います。

次に、４の「平成20年度予算」でございます

が、労働委員会費１億2,521万2,000円で、内訳

は、職員費が8,801万3,000円、委員報酬等の委

員会運営費が3,719万9,000円となっておりま

す。

次に、３ページをごらんください。

「平成19年度の事件の概要」についてでござ

います。

御説明の前に、１点、おわびして資料の訂正

をお願いいたしたいと思います。

お手持ちの資料の３ページ、５の「平成19年

度事件の概要」の２の不当労働行為審査事件の

区分の欄の２カ所目、ここに「求する主な救済

内容」と記載しておりますけれども、「請求す

る主な救済内容」の間違いでございます。大変

申しわけございませんでした。おわびして訂正

させていただきます。

それでは、概要について説明をいたします。

まず、１の調整事件につきましては１件ござ

いました。

「Ａあっせん事件」は、団体交渉は開催され

るものの、使用者が団交時間の制限や団交開催

日の一方的変更を行うなど不誠実な対応がある

として、労働組合から申請がございました。

あっせんを３回行いましたが、労使双方の考え

に隔たりが大きく、譲歩の余地がないことか

ら、打ち切りといたしております。

次に、２の不当労働行為審査事件につきまし

ては３件ございました。

まず、１つ目と２つ目の「善興会（北郷荘）

事件」でございます。本事件は、北郷町で身体

障がい者療護施設を運営する社会福祉法人に関

する事件であります。18年５月に１号事件、18

年11月に２号事件と、２つの事件が申し立てら

れました。１号事件は、組合員に対する不利益

取り扱いの撤回などを、２号事件は、組合副委

員長に対する懲戒処分（解雇）の撤回などを求

めるものであります。

１号事件と２号事件につきましては併合し

て、６回の委員調査、７回の審問、７回の公益

委員による合議を経まして、昨年12月に救済命

令を行いました。その後、平成20年１月９日

に、被申立人側から命令の内容を不服として中

央労働委員会に再審査申し立てがなされました

が、最終的には、ことし３月26日に中央労働委

員会において和解の認定がなされ、終結いたし

ました。

３つ目の「玉城学園事件」であります。本事

件は、三股町にある学校法人で、組合役員に対

する不利益取り扱い（懲戒解雇等）の是正、誠

実団交応諾等を求めて、19年度に新たに申し立

てられたものでございます。現在係属中で審査

を進めております。

次に、３の個別的労使紛争あっせん事件につ

きましては２件ございました。

「Ｂあっせん事件」は、労働者から、解雇理

由の開示、賃金などの支払いを求めて申請が

あったものです。事務局調査を行いましたとこ

ろ、被申請者からは、手続上問題はないと考え
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ており、あっせんには応じないと、最終的には

裁判による決着を希望されましたことから、不

開始といたしました。

次の「Ｃあっせん事件」は、労働者から、解

雇の撤回を求めて申請があったものです。事務

局調査を行いましたところ、被申請者から、懲

戒解雇事由に当たる就業規則違反により適正に

解雇したものであるとして、その主張に隔たり

が大きく、あっせんを行っても成果が期待でき

ないことから、打ち切りといたしました。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○十屋委員長 執行部の説明が終わりました

が、何か質疑はございませんか。

○武井委員 武井俊輔でございます。また２年

目よろしくお願い申し上げます。なかなか法律

で定められていますので、難しいところではあ

ると思うんですが、今、たとえば派遣とか「名

ばかり管理職」などというようなことも言われ

ておりますけれども、労働形態が非常に多様化

してきているという現状があるかと思うんです

が、いわゆる正社員で組合に入っていてという

方については、こういう対応もできると思うん

です。こういった多様な労働環境への対応とい

うことについて、何か労働委員会としてお考え

があればお聞かせいただきたいというのが１

点。

それから、もう１点は、労働局とかとの連携

とかで何か取り組んでいらっしゃることがあれ

ば教えていただきたいと思います。以上です。

○黒木労働委員会事務局長 おっしゃるよう

に、パートタイムだとか現在は労働契約法が成

立したりとか、まさに労働組合法といいます

か、労働組合に組織されている方よりも、個々

の方とのいわば労使紛争がふえてきておりま

す。そういったことで、平成14年から先ほど御

説明いたしましたように個別的労使紛争と、こ

ういった形で労働委員会は対応しておりますけ

れども、基本的には、制度上は国のほうといい

ますか、労働局のほうがまず対応いたします。

そして、労働相談ですけれども、商工観光労働

部のほうで、日南、都城、延岡、それと本部と

いいますか、商工観光労働部のほうに中小企業

労働相談所を設けておりまして、まずそちらで

も相談を受けますし、また、私ども事務局のほ

うでも受けております。そういった形の中で相

談を受けながら、まさに労働局、商工観光労働

部、私ども三者で、定期的に意見交換会といい

ますか、そういったことを連携をとりながら、

少しでもそういった個別の方々の労働救済とい

いますか、労働相談に応じていこうということ

で今現在取り組んでいるところでございます。

以上でございます。

○水間委員 ちょっとお聞きしますが、今、公

判というんですか、裁判になっている労働争議

の問題、何件ぐらい御承知ですか。そういうの

はわからんですか。

○黒木労働委員会事務局長 平成18年度から、

労働審判制度というのが地方裁判所のほうで行

われるようになりました。先ほど言いました労

働審判につきましては、ちょっと状況を把握し

ておりません。ただ、私どもの不当労働行為に

つきましては、どうしても給与の関係とか地位

の仮処分申請がございますので、どうしてもそ

の間の生活、申し立てられた労働者の方々の生

活がございますので、私どもの不当労働行為救

済申し立て事件と裁判のほうと同時並行で行わ

れているということで、先ほど申しました善興

会（北郷荘）事件、今現在、審査を進めており

ます玉城学園とも、同時並行で裁判が進んでお
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ります。善興会はもう終結したんですけれど

も、玉城学園につきましても、やはり地位の仮

処分ということで裁判が行われております。

○水間委員 玉城というのは理事長は誰なの。

○黒木労働委員会事務局長 船木哲さんでござ

います。

○水間委員 ちょっと耳にしたんですけど、宮

崎学園、あそこの問題はどういうことですか。

○黒木労働委員会事務局長 宮崎学園ですね。

これにつきましては、私どものほうにも不当労

働行為事件とか、そういった形で上がってきま

して、終結したんですけれども、その前提条件

となります、経営が厳しいと、だからこの条件

で飲んでほしいということで和解が成立したん

ですけれども、今現在の情報では、赤字じゃな

くてどうも黒字だったと。これにつきまして

は、私どものほうに一切今相談がございません

ので、新聞等の情報で伝聞、仄聞した情報でご

ざいますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

○十屋委員長 以上をもって労働委員会を終わ

ります。

執行部の皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時44分休憩

午前11時45分再開

○十屋委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、４月16日に行われました委員長会議の

内容について御報告したいと思います。

委員長会議において、お手元に配付の「委員

長会議確認事項」のとおり、委員会運営に当

たっての留意事項等を確認いたしました。

時間の都合もございますので、主な事項につ

いてのみ御説明いたしたいと思います。

まず、１ページの「（５）閉会中の常任委員

会」についてであります。

定例会と定例会の間に原則として１回以上開

催し、継続案件を審議する必要がある場合、あ

るいは緊急に協議する事項が発生した場合等に

は、適宜委員会を開催するものであります。

なお、原則として１回以上開催することにつ

きましては、報告事項等がない場合には、委員

会を開催しないこともあり得るという趣旨であ

ります。

次に、２ページの「（８）常任委員長報告の

修正申し入れ及び署名」についてであります。

本会議で報告する委員長報告について、委員

会でその内容を委員長一任とした場合、各委員

が修正等の申し入れを行う場合は、委員長へ直

接行うこと、次に、報告の署名は委員長のみが

行うこととするものであります。

次に、同じく２ページの（９）の「マスコミ

取材」についてであります。

従来、録音・録画機材に関しては、「録音し

た音声の放送での使用は認めないものとする」

としておりましたが、今年度より使用を認める

こととしたところであります。

なお、このことに関しては、８ページに記載

のとおり、新たな取材要領を定めたところであ

ります。

次に、３ページの（12）の「調査等」につい

てであります。

まず、アの県内調査についてでありますが、

３点ございます。

１点目は、調査中の陳情・要望等について、

事情聴取の性格を持つものであり、委員会審査

に反映させれば事足りるということで、「後

日、回答する旨等の約束はしない」ということ
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であります。

２点目は、委員会による調査でありますの

で、個人行動はできるだけ避けるというもので

あります。

３点目は、県内調査でありますが、特に必要

がある場合には、日程及び予算の範囲内で隣県

を調査できるというものであります。

なお、日程につきましては、全国的にも１泊

２日以内で実施している都道府県が多数となっ

ていることから、今年度より２泊３日以内を１

泊２日以内で実施することとしております。

次に、イの県外調査についてであります。

節度ある調査を行うために、個人的な調査、

休祝日、定例会中、調査先の議会中及び災害時

の発着、さらには単独行動を避けることを確認

するものであります。

なお、日程につきましては、県内調査と同様

の理由から、今年度より３泊４日以内を２泊３

日以内で実施することとしております。

最後に、ウの国等への陳情につきましては、

必要に応じて、所管する事項について関係省庁

等に行うというものであります。

その他の事項につきましても、目を通してい

ただきたいと思います。

皆様には、確認事項に基づき、委員会の運営

が円滑に進むよう御協力をお願いいたします。

暫時休憩をいたします。

午前11時49分休憩

午前11時50分再開

○十屋委員長 委員会を再開いたします。

今年度の委員会調査など、活動計画案につい

て書記に説明させます。

○大下書記 それでは、平成20年度商工建設常

任委員会の活動計画について御説明いたしま

す。

お手元にお配りしております「平成20年度商

工建設常任委員会調査等活動計画（案）」をご

らんください。

まず、県内調査についてでありますが、本年

度も県内を県北、県南の２地区に分け実施する

ものとし、県南地区は５月19日月曜日から20日

火曜日に、県北地区は５月27日火曜日から28日

水曜日に、いずれも１泊２日で実施する予定で

あります。

次に、県外調査についてでありますが、本年

度は８月27日水曜日から29日金曜日に２泊３日

以内で実施する予定であります。

次に、閉会中の委員会についてであります

が、７月23日水曜日、11月４日火曜日及び１

月26日水曜日を予定日とし、内容等について

は、直前の定例会中の委員会で確認する予定で

あります。

最後に、国等への陳情についてであります

が、陳情は必要に応じて、所管する部局の陳情

項目を関係する省庁等に対し行う予定としてお

りますので、よろしくお願いいたします。

委員会の活動計画については以上でありま

す。

○十屋委員長 書記の説明が終わりました。

活動計画（案）にありますとおり、県内調査

を５月19日月曜日から20日火曜日、５月27日火

曜日から28日水曜日の日程で実施する予定であ

りますが、日程の都合もありますので、調査先

について、あらかじめ皆様からの御意見を伺い

たいと思います。

なお、参考としまして、「商工建設常任委員

会 県内調査 調査先候補一覧」をお配りして

おります。

この資料を含めて、調査先等につきまして、
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何か御意見、御要望がありましたらお出しいた

だきたいと思います。

また、県外調査につきましても、あわせてお

願い申し上げたいと思います。

暫時休憩いたします。

午前11時52分休憩

午前11時53分再開

○十屋委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

県内調査について、日程等も含めまして何か

ございませんか。

休憩します。

午前11時53分休憩

午前11時54分再開

○十屋委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

正副委員長に御一任いただくということで御

異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきたいと思います。

そのほか何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋委員長 それでは、以上をもちまして本

日の委員会を終了いたします。

午前11時55分閉会


